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計画策定にあたって








[bookmark: _Toc167264224]第１章　計画策定にあたって
[bookmark: _Toc167264225]計画策定の趣旨
近年、我が国では少子化・核家族化の進行や、地域のつながりの希薄化など、子どもや家庭を取り巻く社会環境が大きく変化しています。このため、大東市（以下、「本市」という。）では「子ども・子育て支援法」に基づき、令和２年３月に「親子の笑顔あふれるまち　～みんなでつくる子育て安心のまち大東～」を基本理念とした「第２期　大東市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、子育て家庭が安心して子育てに取り組める社会の実現に向けた、多様な支援施策の充実に取り組んできました。
この５年間の子ども・子育てを取り巻く環境の変化として、令和３年12月に「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」が閣議決定され、子どもの利益を最優先に考えた政策や取り組みを国の中心として据える「こどもまんなか社会」の実現を目指すことが示されました。令和５年４月には、こども基本法の施行、およびこども家庭庁の創設がされ、さらに同年12月にはこども大綱の閣議決定により、こども政策を総合的に推進するための基本方針が示されました。こども家庭庁を司令塔とした新体制のもと、こども誰でも通園制度（仮称）等の新事業の創設や児童手当の拡充などに向けた検討も進められています。（P.２「子ども・子育て施策に関するこれまでの取り組み」参照」）
新たな制度のもと、「一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会」を目指すとともに、子どもの視点に立ち、子どもの発達が保障されるよう、良質かつ適切な子ども・子育て支援施策を進めることが必要となっています。
本市ではこのような状況をふまえ、現行計画である「第２期　大東市子ども・子育て支援事業計画」の進捗状況、課題を整理するとともに、子ども・子育て支援事業の利用状況や潜在的な利用ニーズを把握することにより、教育・保育事業や地域子ども・子育て支援事業の量の見込み、提供体制の確保とその実施時期等を盛り込んだ「第３期大東市子ども・子育て支援事業計画」（以下、「本計画」という。）を策定します。また、子ども・子育てに関する多様な施策を体系的に整理・実施し、子育てしやすいまちの実現に向けた、施策の質の向上に取り組みます。


【子ども・子育て施策に関する国のこれまでの取組】
[image: ]参考：内閣府資料

[bookmark: _Toc167264226]計画の位置づけ
（１）⼦ども・⼦育て⽀援法に基づく計画
本計画は、子ども・子育て支援法第61条に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」として、すべての子どもと子育て家庭を対象に進めていく、子ども・子育て支援事業の目標や方向性を示すものです。
策定にあたり、本市の市政運営の柱となる「第５次大東市総合計画」を上位計画とし、総合的な地域福祉の方策を示す地域福祉計画のもと、分野ごとに策定された関連する他計画との整合性を図りました。また、地域住民や企業等と一体となって今後取り組むべき子育て支援施策の方向性や目標を定める「大東市次世代育成支援行動計画」、および子どもの貧困対策について総合的に定める「大東市子どもの貧困対策計画」について、新たに本計画に包含しました。効果的な母子保健対策の推進を目的とする「大東市母子保健計画」「大東市母子家庭等自立促進計画」についても、本計画と対象が重なることから、引き続き本計画に包含していきます。
加えて、「第２期　大東市子ども・子育て支援事業計画」から引き続き取り組む必要がある施策や、こども大綱等の国の指針について検討し、本計画に盛り込みます。

　　　[image: ]

[bookmark: _Toc167264227]計画期間
本計画は、令和７年度から令和11年度までの５年間を対象とします。なお、計画の内容と実際の状況に乖離がある場合は、計画期間中でも必要に応じて検討し、見直しを行います。
[image: ]
[bookmark: _Toc167264228]制度改正等のポイント
こども基本法の施行
こども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくための包括的な基本法として、令和４年６月に成立し、令和５年４月に施行されました。こども施策に関わる基本理念に加え、こども政策推進の基本方針となる『こども大綱』の策定や、こども等の意見を政策に反映し、社会の様々な活動に参加できるようにすることなどが定められました。

⼦ども・子育て支援法の改正
①妊娠期からの切れ目のない支援の拡充
子育て家庭の産前・産後の心身の負担軽減を図る観点から、実施体制の強化等を行うこととなりました。具体的には、産後ケア事業の利用者負担の軽減措置が令和６年度から全世帯に拡大されるとともに、支援を必要とするすべての人が利用できるよう、提供体制の整備が行われます。また、改正児童福祉法でも支援を必要とする妊婦に対する包括的な支援（妊産婦等生活援助事業）が制度に位置づけられました。

②こども誰でも通園制度（仮称）の創設
月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず、時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付（「こども誰でも通園制度（仮称）」）を創設することとなりました。

児童福祉法の改正
①家庭支援事業（子育て世帯訪問支援事業等）について
家庭支援事業として、「子育て世帯訪問支援事業」「児童育成支援拠点事業」「親子関係形成支援事業」の新規３事業が創設されました。これらの事業についても、量の見込みが必要であることに加え、市町村からの利用勧奨・措置による提供も勘案することとされています。

②こども家庭センターおよび地域子育て相談機関が努力義務化
こども家庭センターと地域子育て相談機関の整備が努力義務化されました。こども家庭センターは、従来の子育て世代包括支援センターと市区町村こども家庭総合支援拠点が有してきた機能を引き継ぎ、子育てに関する一体的な相談支援にあたります。地域子育て相談機関は、地域の住民からの子育てに関する相談に応じ、助言を行う施設で、中学校区ごとに整備するよう努めることとされています。また、これらこども家庭センターと地域子育て相談機関等の連携についても推進していくこととなりました。

③子どもの権利擁護に関して
都道府県や児童相談所は、困難を抱える家庭の子どもに対する入所措置や一時保護等の際、子どもの利益を考慮し、意見を反映させるために子どもの意見聴取措置をとることとなりました。
また、市町村は、令和８年度までに妊産婦・子育て世帯・子どもへの一体的な相談支援体制を整備できるよう取り組みを進めることとなりました。

④社会的養護施策
子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）および児童育成支援拠点事業（子どもの居場所）の確保に努めることとなりました。

児童手当の拡充
所得制限を撤廃し、全員を本則給付とするとともに、支給期間について高校卒業まで延長することとなりました。また、多子加算については、第三子以降３万円に引き上げることとなりました。

「こどもの居場所づくりに関する指針（仮称）」の策定
誰一人取り残さず、こどもの視点に立った多様な居場所づくりが行われるよう、子ども・若者の居場所づくりの推進が定められました。
子どもの居場所の１つである放課後児童クラブは、近年待機者の増加が問題となっています。すべての子どもが放課後を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう、放課後児童クラブの受け皿整備を着実に進め、放課後児童クラブの安定的な運営を確保し、待機児童の早期解消を図ります。また、学校施設の利用促進の観点も含め、首長部局・教育委員会等の連携を促進するなど、放課後児童対策に取り組んでいきます。


[bookmark: _Toc167264229]計画の策定⽅法
1. 策定体制
本計画を策定するにあたり、保護者や子育て支援に関する関係機関・団体の代表者、学識経験者等からなる「大東市子ども・子育て会議」を設置し、計画内容に対する意見を求めるとともに、ニーズ調査やパブリックコメントによる市民意見を反映して策定しました。
ニーズ調査の実施
本市の子ども・子育て支援事業計画の策定に必要な情報を得るため、市民ニーズの現状分析や、今後の子ども・子育て支援における課題を整理することを目的としたアンケート調査を実施しました。

【子ども・子育て支援新制度におけるニーズ調査】
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1999（平成11）年12月

2012（平成24）年3月

2012（平成24）年8月

2013（平成25）年4月

2013（平成25）年6月

エンゼルプラン

＜1.57ショック＞

文部、厚生、労働、建設の４大臣合意

緊急保育対策等５か年事業

大蔵、厚生、自治の３大臣合意

+

（1995年度～1999年度）

少子化対策推進基本方針

少子化対策推進関係閣僚会議決定

新エンゼルプラン

6大臣（大・文・厚・労・建・自）合意

（2000年度～04年度）

子ども・子育て新システムの基本制度について

子ども・子育て支援法等子ども・子育て関連３法

待機児童解消加速化プラン

2012.3.30 閣議決定 子ども・子育て新システム関連３法案を国会に提出

2012.8.10 法案修正等を経て子ども・子育て関連３法が可決・成立（2012.8.22 から段階施行）

2013.6.7 少子化社会対策会議決定

2012.3.2少子化社会対策会議決定

法律 閣議決定 少子化社会対策会議決定 上記以外の決定等

まち・ひと・しごと創生法

長期ビジョン・総合戦略

2014.11.28（一部規定は同年12.2）施行

2014.12.27閣議決定

少子化社会対策大綱

2015.3.20閣議決定

子ども・子育て支援新制度本格施行

次世代育成支援対策推進法延長

2015.4.1

2015.4.1～2025.3.31

子ども・子育て支援法改正

2016.4.1施行

ニッポン一億総活躍プラン

働き方改革実行計画

2016.6.2閣議決定

子育て安心プラン

新しい経済政策パッケージ

2017.12.8閣議決定

子ども・子育て支援法改正

2018.4.1施行

人づくり革命 基本構想

働き方改革を推進するための

関係法律の整備に関する法律

子ども・子育て支援法改正

大学等における修学の

支援に関する法律

長期ビジョン・総合戦略（第2期）

少子化社会対策大綱

全世代型社会保障改革の方針

新子育て安心プラン

子ども・子育て支援法

および児童手当法改正

こども政策の新たな推進体制に関する基本方針

こども大綱

こども・子育て支援加速化プラン

2018.7.6公布

2018.6.13

人生100年時代構想会議とりまとめ

2019.10.1施行

2020.4.1施行

2019.12.20閣議決定

2020.5.29閣議決定

2020.12.15閣議決定

2020.12.21公表

2022.4.1施行

2021.12.21閣議決定

2022.2.25閣議決定 こども家庭庁設置法案等を国会に提出

こども基本法

こども未来戦略

2014（平成26）年11月

2014（平成26）年12月

2015（平成27）年3月

2015（平成27）年4月

2016（平成28）年4月

2016（平成28）年6月

2017（平成29）年3月

2017（平成29）年6月

2017（平成29）年12月

2018（平成30）年4月

2018（平成30）年6月

2018（平成30）年7月

2019（令和元）年5月

2019（令和元）年10月

2019（令和元）年12月

2020（令和２）年5月

2020（令和２）年12月

2021（令和３）年5月

2021（令和３）年12月

2022（令和４）年2月

2023（令和５）年4月

2023（令和５）年12月

幼児教育・保育の無償化の実施

2017.3.28働き方 改革実現会議決定

少子化危機突破のための緊急対策
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第５次大東市総合計画

（令和３年度～令和12年度）

あふれる笑顔 幸せのまち大東づくり

大東市地域福祉計画

第３期大東市子ども・子育て支援事業計画

（令和７年度～令和11年度）

大東市母子保健計画

大東市母子家庭等自立促進計画

大東市次世代育成支援行動計画

大東市子どもの貧困対策計画

・

子ども・子育て支援法

・次世代育成支援対策推進法 ・

こども大綱

国
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令和２

年度

令和３

年度

令和４

年度

令和５

年度

令和６

年度

令和７

年度

令和８

年度

令和９

年度

令和10

年度

令和11

年度

第２期 大東市子ども・子育て支援事業計画

第３期 大東市子ども・子育て支援事業計画
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項目 就学前児童用 就学児童用

調査対象者 就学前児童の保護者 就学児童（１～３年）の保護者

標本数 1,500件 800件

抽出方法

調査方法

回収数 666件 353件

回収率 44.4％ 44.1％

有効回答数 661件 348件

有効回答率 44.1％ 43.5％

調査時期

無作為抽出

郵送による配布・回収（１月11日に督促状を発送）

令和５年12月26日～令和６年１月19日


